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�愛媛県告示第６２５号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第６２７号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第５号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがあると認められ

た県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を、

平成２１年４月１日次のとおり定めた。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

３ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池、二級河川崩口川水系崩口川

及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと連接

して一体を成す内水面

４ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

５ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

�������
�愛媛県告示第６２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市多喜浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

�愛媛県告示第６２６号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９条）第４条第１項本文の規定による平成２１年度定期種畜検査の期日、時間及び場所は、次のとおり

である。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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協定の適用を受けるものである。

告 示

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

財団法人えひめ農林漁業
担い手育成公社

法第４条第２項第１号に
掲げる事業 平成２１年４月２２日

検 査 月 日 検 査 時 間 検 査 場 所

５月２０日 １３時３０分から１５時００分まで 西予市野村町阿下７号１５６番地 愛媛県農林水産研究所畜産研究センター

５月２１日 ９時３０分から１０時３０分まで 松山市津吉町１７１番地

１１時３０分から１２時３０分まで 新居浜市大生院戸屋の鼻１９６０番地

毎週（火・金）曜日発行 第２０６１号 平成２１年５月１日

平成２１年５月１日金曜日 第２０６１号

愛 媛 県 報
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平成２１年５月１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

退 任
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�愛媛県告示第６２９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２１年５月１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 指定年月日及び番号

平成２１年４月２１日 ２０東四土（道）第７号

２ 道路の位置

四国中央市金生町下分字川原田２０３２番１の一部

幅員 ６．００メートル

延長 ４３．６８メートル

３ 申請人の住所及び氏名

四国中央市川之江町１８５６番地３５

株式会社アルファ・プランニング

代表取締役 吉田 茂生

４ 図面省略

�愛媛県告示第６３０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県松山保健所及び

砥部町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２１年５月１日

愛媛県松山保健所長 山 本 しげ子

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国通建株式会社

今治市南大門町一丁目１－１５

代表取締役 阿部 健

２ 事業場の名称及び所在地

債道改第１９号の１

（国）３７９号 万年トンネル建設工事

伊予郡砥部町万年１３０９－２

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� １次沈殿槽

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 光 敏 成 新居浜市多喜浜１丁目５番４８号

〃 近 藤 裕 也 新居浜市多喜浜３丁目４番７８号

〃 福 田 良 臣 新居浜市多喜浜５丁目１０番１号

〃 横 井 郁 夫 新居浜市楠崎１丁目５番２６号

〃 田 中 悦 男 新居浜市楠崎１丁目６番９号

〃 佐 薙 重 信 新居浜市松神子２丁目３番３号

〃 三 好 勉 新居浜市多喜浜２丁目３番２０号

〃 伊 藤 秋 実 新居浜市垣生３丁目９番５８号

〃 岡 部 永 親 新居浜市垣生３丁目６番３３号

〃 佐々木 俊 孝 新居浜市垣生３丁目４番３７号

監 事 新 田 典 俊 新居浜市多喜浜４丁目７番３２号

〃 永 易 末 雄 新居浜市松神子２丁目１番２２号

〃 佐々木 秀 和 新居浜市垣生３丁目３番３５号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 光 敏 成 新居浜市多喜浜１丁目５番４８号

〃 近 藤 裕 也 新居浜市多喜浜３丁目４番７８号

〃 真 鍋 樹 新居浜市多喜浜５丁目１１番３４号

〃 横 井 郁 夫 新居浜市楠崎１丁目５番２６号

〃 横 井 道 忠 新居浜市楠崎２丁目２番２７号

〃 佐 薙 重 信 新居浜市松神子２丁目３番３号

〃 田 中 悦 男 新居浜市楠崎１丁目６番９号

〃 印 南 久 雄 新居浜市垣生３丁目１１番６７号

〃 岡 部 永 親 新居浜市垣生３丁目６番３３号

〃 伊 藤 文 夫 新居浜市垣生３丁目１１番１４号

監 事 福 田 良 臣 新居浜市多喜浜５丁目１０番１号

〃 横 井 豊 新居浜市楠崎１丁目７番７号

〃 村 上 春 見 新居浜市垣生３丁目９番２０号

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第５５号 生コンクリー
ト製造業の用に供するバッチャープラン
ト

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 ０．５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６

最大 ８

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号

４６５



� 濁水処理設備

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手の翌日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 沈殿槽

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２．５メートル 横１．４メートル
高さ１．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 容量５立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 自然沈降

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

通常 ２００

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

通常 １

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 ０．５０

通常 ０．３０

最大 ０．５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６

最大 ８

通常 ６

最大 ８

備考 汚水は、濁水処理設備で処理される。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 ポータブル濁水処理設備

処 理 施 設 の 型 式 株式会社東洋製作所製

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０メートル 横１６メートル
高さ３．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり３０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 キレート処理＋凝集沈殿＋脱水方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

通常 １

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 ０．５０

通常 ０．３０

最大 ０．５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２５

最大 ２５０

通常 １２５

最大 ２５０

備考 当該施設では、特定施設から発生する汚水以外に工事に伴う濁水及び
湧水の処理も行い、汚水の一部は、特定施設の用水として再利用する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 ０．５０

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号
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�愛媛県告示第６３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市久保田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２１年５月１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

退 任
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�愛媛県告示第６３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市富久土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２１年５月１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

退 任

�愛媛県告示第６３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年５月１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２５

最大 ２５０

備考 雨水排水口２ヶ所あり

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 崎 淳 一 松山市久保田町９８番地

〃 池 内 文 典 松山市久保田町３２１番地３

〃 池 内 広 志 松山市久保田町３４０番地

〃 大 西 隆 晴 松山市久保田町３４３番地

〃 沼 野 員 典 松山市久保田町３６５番地

〃 嶋 屋 丈 夫 松山市久保田町３４１番地２

監 事 小 川 邦 弘 松山市久保田町１１１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戒 能 謙 介 松山市富久町４５５番地

〃 玉乃井 晃 松山市富久町２２５番地

〃 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富久町２２３番地

〃 竹 内 正 彦 松山市富久町３２０番地

〃 須 山 浩 光 松山市富久町３１９番地

監 事 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

〃 川 口 博 幸 松山市富久町３１７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戒 能 謙 介 松山市富久町４５５番地

〃 友 澤 正 利 松山市富久町４５番地

〃 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富久町２２３番地

〃 竹 内 正 彦 松山市富久町３２０番地

〃 川 口 博 幸 松山市富久町３１７番地

監 事 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

〃 須 山 浩 光 松山市富久町３１９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 原 博 政 松山市久保田町３５６番地

〃 池 内 文 典 松山市久保田町３２１番地３

〃 竹 田 安 重 松山市久保田町３３８番地

〃 秀 野 隆 昭 松山市久保田町３６９番地

〃 沼 野 員 典 松山市久保田町３６５番地

〃 嶋 屋 丈 夫 松山市久保田町３４１番地２

監 事 小 川 邦 弘 松山市久保田町１１１番地１

〃 池 内 広 志 松山市久保田町３４０番地

〃 秀 野 隆 昭 松山市久保田町３６９番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市鴨川二丁目６３５番４から

同市鴨川二丁目６４１番２まで
平成２１年５月１日

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号

４６７
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公 告

�������
�愛媛県告示第６３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、西予市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の

届出があった。

平成２１年５月１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第６３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、西予市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・池野々地区）の施行に平成２１年４月２４日同意した。

平成２１年５月１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第６３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、西予市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備

事業・池野々地区）の施行に平成２１年４月２４日同意した。

平成２１年５月１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

初動捜査支援システム 一式

� 購入物品名及び数量

仕様書による。

� 購入物品の内容等

仕様書による。

� 納入期限

平成２１年１２月３１日

� 納入場所

愛媛県警察本部刑事企画課及び指定する場所

� 入札方法

購入に当たっての総価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

�愛媛県告示第６３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第４号

平成２１年４月２３日
東温市牛渕字二本木１１６７番３

松山市森松町２９８番地
サンコート森松Ｃ１０１
河 野 倫 �
河 野 美 佳

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字小深浦１番耕地１１番２から

同町法花津字宮ノ浦１７２番地先まで

旧 ５．０～１５．８ ０．２７６

新 ７．０～１９．４
５．０～１９．４

０．２５８
０．２７６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字小深浦１番耕地１１番２から

同町法花津字宮ノ浦１７２番地先まで
平成２１年５月１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 嘉喜尾地区 平成２１年３月１０日

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号

４６８



公安委員会規則

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０・２１・２２年度の一般競争入札に参加

する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 購入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

平成２１年６月１０日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２１年６月１０日（水）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を下記の受領期間に提出

しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期間

平成２１年５月１日（金）午前９時から平成２１年６月１日

（月）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

A Supporting system for criminal Inverstigation at the initial

stage

� Time limit of tender：１：３０ p．m．１０，June，２００９

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県公安委員会規則第５号
認知機能検査員講習の実施に関する規則を次のように定める。

平成２１年５月１日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

認知機能検査員講習の実施に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条の２第１項第３号イ又は第１０１条の４第２項の規定に基づく認知機能

検査（以下「認知機能検査」という。）の実施に必要な技能及び知識に関する講習（以下「認知機能検査員講習」という。）の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（認知機能検査員講習を行う場所）

第２条 認知機能検査員講習は、警察本部交通部運転免許課において行うものとする。

（認知機能検査員講習の項目等）

第３条 認知機能検査員講習の項目、内容及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、自動車安全運転センター等において、次の表に掲

げる項目と同等のものについて受講した者に対しては、当該項目を除くものとする。

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号

４６９



項目 内容 時間

高齢者と認知症の実態及び基礎理論
１ 認知症の実態と認知症に関する基礎理論

２ 認知症の症状と対応方法
９０分

高齢運転者対策の概要

１ 高齢者の交通事故の現状

２ 認知機能検査の導入

３ 認知機能検査の結果に基づく高齢者講習・免許証の更新手続

４ 認知症のおそれがある者に対する臨時適性検査の実施

５ 申請による免許取消し

６ 高齢運転者標識

６０分

認知機能検査の実施方法

１ 認知機能検査の実施方法

２ 検査結果の採点方法

３ 検査結果の伝達方法

４ 認知機能検査の模擬実施

１８０分

（認知機能検査員講習の受講申請）

第４条 認知機能検査員講習を受講しようとする者は、公安委員会に申請しなければならない。この場合において、前条ただし書に規定す

る者は、同条ただし書に規定する項目について受講した旨を証する書面の写しを提出するものとする。

（終了証の交付）

第５条 公安委員会は、認知機能検査員講習を受講した者に対し、終了証（別記様式）を交付するものとする。

（補則）

第６条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査員講習の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の公布の日から平成２１年５月３１日までの間は、第１条中「道路交通法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律（平

成１９年法律第９０号）による改正後の道路交通法」とする。

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号

４７０



別記様式（第５条関係）

終 了 証

住所

氏名

年 月 日生

あなたは、認知機能検査員講習の課程を終了したことを証明します。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号

４７１



公安委員会訓令

雑 報

�愛媛県公安委員会訓令第２号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年５月１日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許課長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 運転免許課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

取消処分者講習の実施に関

する規則（平成１５年愛媛県

公安委員会規則第９号）

省略 取消処分者講習の実施に関

する規則（平成１５年愛媛県

公安委員会規則第９号）

省略

認知機能検査員講習の実施

に関する規則（平成２１年愛

媛県公安委員会規則第５

号）

１ 第４条の規定による認知機能

検査員講習の受講申請の受理

２ 第５条の規定による終了証の

交付

省略 省略

� 省略 � 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２１年４月２２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２１年５月１日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線新設工事（愛媛県宇和島市高串字丁田地内から同市三間町則地内まで及び西予市宇和町皆

田地内から同市宇和町稲生地内まで）並びにこれに伴う市道、農業用道路及び農業用水路付替工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県西
予市宇和
町皆田

６３０番 墓地 墓地 ６４ ６１．５９ ６１．５９
不明
ただし、登記簿表題部所有者 小出 利
平

─── ─── ──────

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２１年４月２２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２１年５月１日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線新設工事（愛媛県宇和島市高串字丁田地内から同市三間町則地内まで及び西予市宇和町皆

田地内から同市宇和町稲生地内まで）並びにこれに伴う市道、農業用道路及び農業用水路付替工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県宇
和島市三
間町則

９３５番 山林 山林 １９ １９．４６ １９．４６
不明
ただし、登記簿表題部所有者 澤近 又
治

─── ─── ──────

平成２１年５月１日 発行

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号

４７３


